
　　〈唐津市立高峰中学校生徒心得〉　
本心得は、誰もが過ごしやすい環境の中、落ち着いて勉学やスポーツに励むことができるように

示すものです。　一人ひとりが正しく自己判断ができるようになってください。

1 校時について

１）８：０５までに登校を完了し、教室で静かに読書をする。

２）欠席・遅刻・早退・忌引等の場合は、必ず保護者が学校に連絡する。

３）チャイムは鳴らないので、時計を見て早めに行動をする。

　○　通常

期　　　間 下校（バス）時刻

４月～７月
(体育大会まで)

18:20

体育大会後
　　～９月

18:00

10月 17:45

1１月～１月 17:30

２月 17:45

3月 18:00

2 服装について

１）登下校は制服を原則とする。更衣については、移行期間を設ける。

【男子】 ・冬服（４月～５月、１０月～３月）・・・標準型学生服とする。

・夏服（６月～９月）・・・半袖の白の開襟またはカッターシャツ。ズボンは冬服に準ずる。

・ベルトを必ずし、黒か茶色とする。

【女子】 ・冬服（４月～５月、１０月～３月）・・・上着・スカート共に本校指定の制服とする。

・夏服（６月～９月）・・・上着は本校指定の制服とし、スカートは冬服に準ずる。

・緑のネクタイをする。

２）靴及び靴下

　体育館シューズは、本校指定のものとする。部活動使用バレーシューズは兼用を認める。

　上履きは、学年ごとに指定された色の市販のスクール上履きとする。

・靴下は、白または黒を原則とする。（ツーポイント、ラインは可。くるぶしソックスは不可。）

３）制服の下の衣類

・冬服の時は、黒、紺、灰色、茶、白系統の無地を着用する。

・襟、袖、裾からはみ出さないこと。

・開襟またはカッターシャツ等の夏服の下は、透けて見えないものとする。

（体操服不可。ワンポイント可）

・通学靴は、白とする。ハイカットは不可。

４）下校時刻（帰りのバス時刻）

※更衣については、別に連絡します。
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４）本校指定の名札をつける。（登校して教室に入るときに取り付け、帰りの会時に返却する。）

５）防寒着及び防寒具　　　　※基本的に登下校のみ着用可だが、気候に応じて校舎内でも可。

・学校指定の防寒着（ウインドブレーカー）のほか、

　　　　　・各部活動使用の統一した防寒着（ウインドブレーカー）も認める。

・また、白・黒・紺・灰・茶を基本とした、派手でないものも認める。コート類でもよい。

　　　ただし、コートの場合は、高校入試にも着ていけるようなものとする。

・手袋・マフラー・ネックウォーマーの着用可(華美でないもの)。

・ひざ掛けは、室内のみの使用とする。学校で使用するのにふさわしい柄にすること。

【女子】 黒か紺のカーデイガンの着用可（校舎内着用可）。

黒かベージュのタイツの使用可。

※　防寒着の着用時期については、11月以降、生徒指導から連絡します。

3 頭髪、身だしなみについて

１）頭髪

・パーマ、脱色、染色、眉そりなどの加工をしない。整髪料は使用しない。

・前髪は、眉の上程度とし、特異な髪形にしない。

・肩より長くならない程度とし、長い場合は結ぶ。ゴム、ヘアピンは華美でないもの。

２）身だしなみ

・化粧は禁止する。

・中学生らしいきちんとした身だしなみを心がける。

4 所持品について

１）貴重品や高価な物、危険物など学用品以外のものは持参しない。また、不要な金銭も持参しない。

２）生徒間の金銭や物品の貸し借り、やり取り、売買は厳禁。

３）携帯電話の持ち込みは厳禁。持ち込みが発覚した場合は預かり、保護者に直接返却する。

４）所持品には必ず記名をする。

5 登下校について

１）登下校のバッグ類は、本校指定のものとする。また、サブバッグとして部活動で使用する

　　スポーツバッグを使用して良い。

２）登下校の買い食いはしない。

３）登下校は、防犯上、複数での行動が望ましい。

6 校外生活について

１）校区外でも本校生徒としての自覚と責任を持って行動する。

２）外出するときは、保護者に「行き先、用件、帰宅予定時刻、連絡方法、同伴者等」を告げ、了承を

　　得るようにする。また、日没までには帰宅すること。

３）外泊は禁止する。

４）生徒だけでの飲食店、遊技場等への出入りは禁止する。

５）交通法規を厳守し、交通事故に遭わないように注意する。

　　　　・ バイク、自動車などの無免許運転は絶対にしない。

　　　　・ 自転車の整備をし、交通規則を守る。

7 その他

電話連絡が必要な場合は、校内の公衆電話を使用する。

※バスを待つ時は公共のマナーを守り、交通安全に気を配ること。

４）下校時に限り、部活動時の服装も認める。


